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議事日程第３号 

令和４年９月８日（木曜日）   午前９時 開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案の委員会付託 ６件 

認定第１号 令和３年度御嵩町一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第２号 令和３年度御嵩町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 
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午前９時 00分 開議  

  開議の宣告 

議長（高山由行君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は 10名で、定足数に達しています。 

 これより本日の会議を開きます。 

 なお、10 番 大沢まり子さん、建設課長 石原昭治君、上下水道課長 可児英治君は、本

日の会議に欠席する旨の届出がありましたので御報告いたします。 

 本日の日程は、お手元に配付しました議事日程のとおり行いたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  会議録署名議員の指名 

議長（高山由行君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、３番 奥村悟君、５番 安藤信治君の２名を指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案の委員会付託 

議長（高山由行君） 

 日程第２、議案の委員会付託を行います。 

 本定例会に付議されています認定第１号から認定第６号までを質疑の上、各常任委員会に付

託したいと思います。 

 初めに、認定第１号 令和３年度御嵩町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ７番 安藤雅子さん。 

７番（安藤雅子君） 

 では、２点ほど質問をさせていただきます。 

 まず、主要な施策の説明書のほうの 16 ページになりますが、環境モデル都市推進室の体験

型環境教育推進事業についてです。 

 これは、このコロナの影響で昨年実施できなかった北海道下川町との交流体験の代わりに実

施したものと伺っておりますが、この事業は 100人からの参加があって大変好評だったという
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ふうに聞いています。令和４年度は、再び下川町との交流体験という予算になっておりますが、

下川町との交流体験は予算的に 240 万円、今回の事業は 62 万円でできております。参加者か

らの評判もよく、町内の自然を生かした環境学習がリーズナブルにできるのなら、そのほうが

よいというふうに考えますが、今後の環境教育をどのように考えていくかをお聞かせください。 

 もう一点です。同じく主要施策の 41ページになります。 

 一番下の段ですが、滞在型農業体験施設運営事業があります。これは大幅に 44 万円近くが

昨年と比べると減っておるわけですが、これは昨年の令和３年６月に永谷さんが引っ越しをさ

れた影響で、この事業を請け負う方が１人減ったということも大きく影響をしているかと思い

ますが、現在、この体験交流事業の担い手は何人いらっしゃいますか。 

 あと、この事業は最初から町への移住定住の促進に向けてを目的に上げてあるわけですけれ

ども、その成果は今までにどれくらい上がっていますでしょうか。 

 あと、参加者が９人あったというふうに報告を受けていますが、この参加者は町内、町外、

何人ずつでしょうかということ。 

 あと、移住定住を担当している企画課との連携はどのようになっているかということをお聞

かせください。 

議長（高山由行君） 

 安藤雅子議員から２点ほど質問がありました。 

 まず、環境モデル都市推進室長 中村治彦君。 

環境モデル都市推進室長兼まちづくり課長（中村治彦君） 

 安藤雅子議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 御指摘のとおり、令和３年度の下川町体験研修につきましては、コロナの影響を受けまして、

その代替事業として体験型環境教育推進事業を実施しました。今御質問のありましたとおり、

大変御好評を得て参加者は総勢 100名ほどの人数となり、その中でアンケートを取りましても、

次回も参加したいという声は多く聞こえておるところではございます。このプログラムを通じ

て多くの参加者が自然の豊かさや魅力を再発見できたのかなというふうに考えております。 

 また、地球温暖化や気候変動等についても考える契機になったのではと思います。この目

的・趣旨と考えまして、下川町の体験研修については、同じ内容だと私どもは思っております。

環境モデル都市推進室としましては、来年度以降も下川町体験研修については引き続き実施向

けて準備してまいりたいとは思います。しかしながら、同時に新型コロナウイルス感染症の影

響というのは注視せざるを得ないというふうに考えております。今回の令和３年度、令和４年

度につきましては、あくまでも下川町の体験研修の代替事業として行ったということで御理解

いただければと思います。以上でございます。 
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議長（高山由行君） 

 ２点目。 

 農林課長 渡辺一直君。 

農林課長（渡辺一直君） 

 それでは、安藤議員からの質問にお答えさせていただきます。 

 まず最初に農業体験の担い手が何名で行われているかということで、今現在は株式会社アオ

キさんのほうに農業体験を委託させていただいております。株式会社ということになりますの

で、そこでやってみえる方というのは、株式会社アオキの代表取締役の青木さんと奥様、あと

息子さんが今年度から就業されておりますので、３名の方に協力をしていただくということで

御理解をよろしくお願いいたします。 

 あと、ちょっと質問の順番が前後したり、かぶってしまうかもしれないんですけど、移住・

定住の成果ということで答えさせていただきます。 

 農林課では、コミンカホテル四季の家の運営事業を所管しておりまして、現在のところ確認

では、四季の家に滞在して移住・定住がされたというような成果は今のところ聞いておりませ

ん。四季の家では、移住・定住の促進に向けて、町の魅力を知っていただくためにイベントを

開催しておりまして、令和３年度につきましては、前年度と比べて実績が減ったということで、

コロナの影響もありまして、サツマイモの収穫体験のみで稲作体験が行われなかったというこ

とで前年度と比べてマイナスとなっております。 

 現在では、農家生活改善グループと連携したみそ作り体験の開催に向けて調整を行っている

という現状でございます。昨年９名、３家族の参加ということにもなりまして、こちらの方に

つきましては、全員町外の方が参加をしていただいているということになります。 

 あと、企画課との連携につきましては、移住・定住の所管課、おっしゃるとおり企画課と

なっておりますけれども、本町のホームページ内にあります岐阜県の御嵩町移住交流子育て応

援ポータルサイト「みたけ暮らし」にもコミンカホテルの四季の家の紹介がしてありまして、

イベント等の開催の告知もさせていただいております。これからも企画課と連携しまして移

住・定住につながるような事業を展開していきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

議長（高山由行君） 

 安藤雅子議員、よろしいですか。 

７番（安藤雅子君） 

 はい。 

議長（高山由行君） 
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 そのほか、質問、質疑ありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ３番 奥村悟君。 

３番（奥村 悟君） 

 それでは、３点ちょっとお聞きしたいと思います。 

 まず１点目ですが、歳入歳出決算書の 193、194ページになります。 

 基金の運用管理について、会計課長にちょっとお尋ねいたします。 

 昨年も質問させていただきましたが、今大型プロジェクトを控えて緊縮財政が予想されます。

財源を生むためにも基金をどう運用するかが大事です。地方自治法第 241条第２項で、基金は

確実かつ効率的に運用しなければならない。また、御嵩町の資金管理及び運用基準第５条２項

では、基金の運用は原則として定期預金とする。ただし利回りの比較期間、金額等の点で運用

上有利と判断される場合は、債券での運用ができるとなっています。定期預金の金利は、今

0.002％ぐらいの低水準になっています。この１年で何かほかに運用をされましたか、その点

をお聞かせください。 

 ２つ目ですが、歳入歳出決算書 48ページ。 

 47 ページと 48 ページになりますが、環境モデル都市推進費、役務費で 18 万 1,670 円を流

用し、Ｂ＆Ｇ海洋センターの蓄電池が故障したとのことで調査をやられたということですけれ

ども、災害時における避難所運営マニュアルでは、新型コロナウイルス感染症に対応して、Ｂ

＆Ｇ海洋センターが発熱や体調不良のある避難者が医療機関を受診するまでの間、一時的に待

機する場所となっております。当然夜間においても災害は発生しますし、停電時のための蓄電

池でもあると思います。調査の結果、修理できるものなのか、新品に取替えが必要なのか、い

つまでにやられるものか、その点をお聞かせください。 

 次に、主要な施策 44ページと 46ページにわたります。 

 46 ページの新庁舎等周辺道路整備事業ですけれども、国道 21 号可児御嵩バイパスの交差点

改良で御嵩地区と古屋敷地区舗装工事に合わせて１億 2,186万 2,400円ものお金を支出してお

ります。もし新庁舎等の整備ができなかった場合、信号機のついた交差点が必要なくなるわけ

ですけれども、仮設の中央分離帯があるわけですけれども、そういった撤去も一つだと思いま

すが、ほかに国交省からペナルティーは何か想定されておりますでしょうか。その３点お聞か

せください。 

議長（高山由行君） 

 奥村議員から３点ほど質問がありました。 

 まず１問目、基金の問題です。 
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 会計管理者 丸山浩史君。 

会計管理者（丸山浩史君） 

 それでは、奥村議員１点目の質問にお答えをさせていただきます。 

 今までにつきましては、定期預金による運用のみでございました。ですが債券による運用も

調査・研究をいたしまして、今年度でございますが、国債による運用を始めたところでござい

ます。 

 具体的には、10 年利付国債額面 10 億円の運用を始めました。利息につきましては、今年度

の予定ですけれども、当初 110万円程度の利息が見込みでございましたが、この運用を始めた

ことによりまして、来年度からおおむね 10年間、約 200万円運用益が増額され、毎年 10年間

ほど 200万円が増額され、来年度では合計で約 300万円、今年度と比べると約３倍増の運用益

になってくる見込みということでございます。以上で回答とさせていただきます。 

議長（高山由行君） 

 ２つ目、流用の問題ですね。 

 環境モデル都市推進室長 中村治彦君。 

環境モデル都市推進室長兼まちづくり課長（中村治彦君） 

 奥村議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 御指摘のＢ＆Ｇ海洋センターの蓄電池につきましては、平成 26 年度に公共施設５施設とと

もに整備を行っております。整備して７年が経過しようとしております。議員御指摘のとおり、

海洋センターは指定避難所に指定されておりまして、蓄電池の必要性は強く受け止めておると

ころでございます。このまま放置しておくわけにはいきませんが、ほかの施設も当然老朽化し

ていくわけでございます。高額な修繕費や設備投資を繰り返すこととなります。 

 今担当として考えておりますのは、単純に蓄電池を設置するのではなく、例えば国の補助金

や外部資金等を活用しまして電気自動車ＥＶを購入して、有事の際にはそのＥＶをその施設で

蓄電池の代替として活用することなどを視野に、今現在検討しているところでございます。こ

の業界につきましては、日進月歩で技術進歩を遂げております。業者からの提案も受けつつ、

あらゆる可能性や持続可能な設備及びその更新を目指していきたいというふうには考えており

ますので、御理解ください。以上でございます。 

議長（高山由行君） 

 ３問目、新庁舎の周辺道路整備事業について。 

 建設部長 鍵谷和宏君。 

建設部長（鍵谷和宏君） 

 それでは奥村議員の３点目の御質問でございますが、新庁舎の国道バイパス工事についてお
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答えさせていただきたいと思います。 

 令和３年度に国は本町からの要望により、南山台団地入り口交差点から、みたけの森口交差

点までの約 0.6キロの４車線化を完成させております。そのため、本町では新庁舎等整備用地

への入り口交差点ができることによる影響部分の工事と新庁舎敷地盛土造成に合わせるために

必要な工事を国と同調施工させていただきました。工事完成後も現状といたしましては国との

協議により、国道 21 号バイパスの右折レーンの締切り及び先ほど言われました仮設の中央分

離帯の管理は町で行っております。町での管理は、新庁舎整備用地の入り口交差点が完成する

まで町の原因により仮設状態になっているということでございますので、管理をしなければな

らないということになっております。 

 このような状況の中、新庁舎等敷地への入り口交差点が不要となるような事態となれば、右

折レーンの撤去、中央分離帯の設置、庁舎敷地の盛土を想定した用水路の改修工事などを考え

れば、担当課としては恐ろしくなるほどの改修工事が必要になると認識しておるところでござ

います。 

 また、令和３年度に工事に使用した交付金の返還や起債の繰上償還なども想定されます。先

ほど議員のほうから国からのペナルティーと言われましたが、これらの想定される国道の改修

工事や交付金の返還などについては国との協議となりますので、その処理には国が納得する説

明が求められることになると考えております。この協議の中で、ペナルティーが確定していく

というふうに思っておりまして、担当課といたしましては、大変大きな事務量を抱えた上で国

の信頼を失った中で説明責任を果たしていかなければならないということと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

〔挙手する者あり〕 

議長（高山由行君） 

 ３番 奥村悟君。 

３番（奥村 悟君） 

 １点だけ、環境モデル都市推進室長にお聞きしますけれども、当然蓄電池は必要だと思うん

ですけれども、その期限、いつまでというのは決めておられますでしょうか。 

議長（高山由行君） 

 環境モデル都市推進室長 中村治彦君。 

環境モデル都市推進室長兼まちづくり課長（中村治彦君） 

 先ほど申し上げて、いつということは今お答えできない状況です。というのは、このシステ

ムはかなり複雑でありまして、また蓄電池につきまして申し上げれば、リチウムイオン電池、

今現在仮に発注しても年度内には到底入らない。さらにこの世界情勢とコロナ禍において、と
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ても設備が整わない状況でございます。先ほど例で挙げましたＥＶの購入につきましては、あ

くまでアイデアベースというふうに考えていただきまして、仮に有事があった場合につきまし

ては、町のＥＶを活用するということもできますので、その辺で御了解ください。 

議長（高山由行君） 

 そのほか質疑ありませんか。 

 質疑よろしかったですか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑もないようですので、これで認定第１号の質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題としております認定第１号につきましては、総務建設産業常任

委員会に審査を付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、認定第１号は総務建設産業常任委員会に審査を付託する

ことに決定いたしました。 

 なお、認定第１号につきましては、総務建設産業常任委員会に審査を付託しましたが、民生

文教常任委員会の所管部分につきましては、民生文教常任委員会で審査をしていただき、総務

建設産業常任委員長にその審査結果の報告をしていただきますようお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 次に、認定第２号 令和３年度御嵩町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議

題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで認定第２号の質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題としております認定第２号につきましては、民生文教常任委員

会に審査を付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、認定第２号は民生文教常任委員会に審査を付託すること

に決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 
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 次に、認定第３号 令和３年度御嵩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを

議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで認定第３号の質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題としております認定第３号につきましては、民生文教常任委員

会に審査を付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、認定第３号は民生文教常任委員会に審査を付託すること

に決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 次に、認定第４号 令和３年度御嵩町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題と

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで認定第４号の質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題としております認定第４号につきましては、民生文教常任委員

会に審査を付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、認定第４号は民生文教常任委員会に審査を付託すること

に決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 次に、認定第５号 令和３年度御嵩町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてを議

題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで認定第５号の質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題としております認定第５号につきましては、総務建設産業常任

委員会に審査を付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、認定第５号は総務建設産業常任委員会に審査を付託する

ことに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 次に、認定第６号 令和３年度御嵩町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてを

議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで認定第６号の質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題としております認定第６号につきましては、総務建設産業常任

委員会に審査を付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、認定第６号は総務建設産業常任委員会に審査を付託する

ことに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  散会の宣告 

議長（高山由行君） 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 なお、９月 14 日に民生文教常任委員会、16 日に総務建設産業常任委員会をそれぞれ開催し

ていただきますようお願いします。 

 次の本会議は９月 21日午前９時より開会しますので、よろしくお願いします。 

 これにて散会をいたします。御苦労さまでございました。 

午前９時 24分 散会  
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